
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

太秦天神川駅西部地域まちづくり協議会 

まちづくり協議会だより 第５号   平成２１年１０月１６日発行

第５回太秦天神川駅西部地域まちづくり協議会を開催しました。 

去る９月１８日（金），午後７時より「第５回太秦天神川駅西部地域まちづくり協議会」が開催されま

した。当日は委員 25 名，傍聴者 15 名の方にお集まりいただきました。 

今回の協議会は，身近な生活道路や公園について御検討いただくため，各委員が居住されている町内を中心

としたＡ～Ｄのエリア別の 4 つのグループに分かれていただき，「まちづくり基本構想（生活道路や公園・緑

地）」について意見を交換しました。その後，グループごとの意見をまとめ，代表の方が発表を行いました。

生活道路は「自動車のすれ違い」「消防車・救急車の通行」

「住宅の建替え」「行き止り道路」についての道路整備の考え方，公園・緑地は公園配置の考え方について，

事務局から説明を行った後，各グループでの意見交換が行われました。 

生活道路や公園・緑地について 

◎各グループ共通のテーマ 

① 生活の主軸となる道路について 

② 生活道路(４ｍ未満，行き止り）について 

③ 公園整備（配置場所や大きさ）について 

◎個別のテーマ 

Ａグループ：建物が密集している地域について 

Ｃ・Ｄグループ：新しい開発で造られた６ｍ道路と，

既存住宅の４ｍ道路について 
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まちづくりの基本構想についての主な意見 

太秦小学校 

太秦下刑部公園 

千石荘児童公園

門田公園藤ヶ森公園 

密集住宅地の防災環境を改善する

ため，道路や小公園を整備する 
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蚕ノ社駅 

太秦広隆寺駅 

 京福電鉄嵐山線 

天神川駅 

地下鉄太秦天神川駅 

三条通 

府道太秦上桂線を北向き一方

通行にする場合，沿道住民が

南に行く際に迂回が生じるた

め，梅津太秦線へつながる東

西道路の整備が必要である 

南北方向の生活道路と（都）御池

通との交差点は，東西両方向への

出入りがスムーズにできるよう

にする必要がある 

昭和通

施設跡地や駐車場を活用して公園

を整備するのが現実的である 

車僧影堂
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公園としての活用を検討

南北の主軸となる新たな

道路として整備すべき 

三条通から昭和通までの南北の主軸

となる道路として整備すべき 

歩行者の安全性に配慮し

ながら，車の通行ができる

ようにする 

公園としての活用を検討

凡     例 

 幹線道路[(都）御池通，（都）梅津太秦線] 

 補助幹線道路 

  三条通（対面通行のまま整備） 

  府道太秦上桂線（北向きの一方通行で整備）

  昭和通 

 生活の主軸となる道路（６ｍ以上で整備） 

 生活の主軸となる道路（４ｍ～６ｍで整備）

 公園 
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東西の利便性や，災害時の避難路

となる東西道路が必要である 

広隆寺 

蚕ノ社 

信号の設置

南北の主軸道路は，府道花園停車場広

隆寺線まで延ばさないと効果は低い

太秦下角田公園 

危険な交差点を改良

する必要がある 

サンサ右京 

交通ﾀｰﾐﾅﾙ 

三条通は商業環境や歩

行者空間を整備する 

２



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次回（第６回）協議会日程は以下のように決まりました。 
日  時：１０月２７日（火）19：00～21：00 

場  所：右京区役所 ５階 大会議室１ 

内  容：まちづくりの基本構想のまとめについて 

 ※協議会は，どなたでも御自由に傍聴していただけます。 

（お願い）座席や配布資料の準備が必要なため，できるだけ事前に御来場される

方の人数を電話，ＦＡＸ等で御連絡いただきますようお願い致します。

その他の意見 “まちづくり構想についての主な意見”以外にも，貴重な意見が出されました。

１．生活道路について 

先日，ボヤがあった際，主要な生活道路で消防車が角を曲がれなかったため，緊急車両が安全に

通行できるような整備が必要である 

見通しの悪い箇所や特に狭い箇所は整備が必要である 

生活道路に通過交通が入らないような工夫が必要である 

都市計画道路が整備されれば，太秦小学校への通学路も変更される可能性があるので，歩行者空

間の確保や安全面での配慮が必要である 

蚕ノ社駅西側への踏切新設は課題ではあるが，東西の主軸道路の整備を優先すべきである 

３．農地を公園にすることついて 

生産緑地に指定されている農地は，農業を継続することを前提として税金の軽減を受けており，

加えて相続税の納税猶予を受けている場合もあるので，簡単に公園に転用することは難しい 

２．公園について 

公園が「たまり場」にならないようにする必要がある 

公園は小さくてもいいので，地域のコミュニティの核となるものが必要である 

地蔵盆ができる程度の広場は町内会毎の設置を検討する 

空地や道路整備の残地を活用して小公園を整備する 

公園を整備するときに防火水槽を設置する 

         お問い合わせは，下記までお願い致します。 

        京都市 建設局 都市整備部 市街地整備課（担当 榮(さかえ)，長谷川） 

電話 075-213-3537 ＦＡＸ075-213-3586 

e-mail sigaichiseibi@city.kyoto.jp 

               ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ  http://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/soshiki/10-5-1-0-0_10.html 

 わからないことは， 

お気軽にお問い合 

わせください。 
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